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（
治
験
薬
の
交
付
）
 
 
 

第
十
七
条
 
治
験
依
頼
者
は
、
治
験
薬
の
品
質
の
確
保
の
た
め
に
必
要
な
構
造
 
 
 

設
備
を
備
え
、
か
つ
、
適
切
な
製
造
管
理
及
び
品
質
管
理
の
方
法
が
採
ら
れ
 
 

第
一
条
 
こ
の
省
令
は
、
被
験
者
の
人
権
の
保
護
、
安
全
の
保
持
及
び
福
祉
の
 
 

医
薬
品
の
臨
床
試
験
の
実
施
の
基
準
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
新
旧
対
照
条
文
 
 

医
薬
品
の
臨
床
試
験
の
実
施
の
基
準
に
関
す
る
省
令
 
（
平
成
九
年
厚
生
省
令
第
二
十
八
号
）
 
 

（
趣
旨
）
 
 

て
い
る
製
造
所
に
お
い
て
製
造
さ
れ
た
治
験
薬
を
、
治
験
依
頼
者
の
責
任
の
 
 

掛
目
実
施
医
療
機
関
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

向
上
を
図
り
、
治
験
の
科
学
的
な
質
及
び
成
績
の
信
頼
性
を
確
保
す
る
た
め
 
 

、
薬
事
法
 
（
以
下
 
「
法
」
 
と
い
う
。
）
 
第
十
四
条
第
三
項
 
（
同
条
第
九
項
及
 
 

び
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
 
 

。
）
並
び
に
法
第
十
四
条
の
四
第
四
項
及
び
第
十
四
条
の
六
第
四
項
（
こ
れ
 
 

ら
の
規
定
を
法
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
 
 

じ
1
 
）
 
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
基
準
の
う
ち
医
薬
品
の
臨
床
 
 

試
験
の
実
施
に
係
る
も
の
並
び
に
第
八
十
条
の
二
第
一
項
、
第
四
項
及
び
第
 
 

五
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
を
定
め
る
も
の
す
る
。
 
 

（
治
験
薬
の
交
付
）
 
 

第
十
七
条
 
治
験
依
頼
者
は
、
治
験
薬
の
品
質
の
確
保
の
た
め
に
必
要
な
構
造
 
 
 

設
備
を
備
え
、
か
つ
、
適
切
な
製
造
管
理
及
び
品
質
管
理
の
方
法
が
採
ら
れ
 
 
 

て
い
る
製
造
所
に
お
い
て
製
造
さ
れ
た
治
験
薬
を
実
施
医
療
機
関
に
交
付
し
 
 
 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 
 

（
趣
旨
）
 
 

第
一
条
 
こ
の
省
令
は
、
薬
事
法
 
（
以
下
 
「
法
」
 
と
い
う
。
）
 
第
十
四
条
第
三
 
 
 

項
 
（
同
条
第
九
項
及
び
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
 
 
 

を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
 
並
び
に
法
第
十
四
条
の
四
第
四
項
及
び
第
十
四
条
 
 
 

の
六
第
四
項
 
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
 
 
 

合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
 
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
基
準
の
 
 
 

う
ち
医
薬
品
の
臨
床
試
験
の
実
施
に
係
る
も
の
並
び
に
第
八
十
条
の
二
第
一
 
 
 

項
、
第
四
項
及
び
第
五
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
を
定
 
 
 

め
る
も
の
と
す
る
。
 
 

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）
 
 



■
 
 

3
 
治
験
依
頼
者
は
、
前
項
吋
楓
剋
副
古
画
噴
の
引
ち
当
該
被
験
薬
の
治
験
薬
 
 

（
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
実
施
）
 
 

第
二
十
六
条
の
七
 
自
ら
治
験
を
実
施
す
る
者
は
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
に
関
す
る
 
 
 

（ 

副作 

用 
倒 情 
楓 報 

等 
叫 

）  

し 

＝へ帽 

〓 
、 

÷ 
直 

矩 
哩 
症 
川  

忙 
等 
－† 
．・i 

」。… 

純 
騨 
獣 
二 

ト∵ 

∴  

手
順
書
を
作
成
し
、
第
二
十
七
条
第
一
項
の
治
験
審
査
委
員
会
の
意
見
を
踏
 
 
 

ま
え
て
、
当
該
手
順
書
に
従
っ
て
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
実
施
さ
せ
な
け
れ
ば
 
 
 

な
ら
な
い
。
 
 
 

2
・
3
 
 
 （
略
）
 
 

験
責
任
医
師
及
び
実
施
医
療
機
関
の
長
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

4
 
 
（
略
）
 
 

概
要
書
か
ら
予
測
で
き
な
い
も
の
を
知
っ
た
と
き
は
、
 
 

し
寸
半
解
ゴ
と
は
J
 
そ
め
期
間
の
満
了
後
二
月
以
内
に
治
験
責
任
医
師
及
び
 
 

主
催
巨
時
陣
聞
直
上
∵
㌧
咄
軸
し
左
J
∵
封
汗
工
∵
㌧
な
い
．
 
 

当
該
被
験
薬
に
つ
い
て
初
め
 
 て
治
験
の
計
画
を
届
け
出
た
日
等
か
ら
起
算
 
 

直
ち
に
そ
の
旨
を
治
 
 

（
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
実
施
）
 
 

第
二
十
六
条
の
七
 
自
ら
治
験
を
実
施
す
る
者
は
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
に
関
す
る
 
 

（
副
作
用
情
報
等
）
 
 

第
二
十
条
 
（
略
）
 
 

治
験
審
査
委
員
会
の
意
見
を
踏
ま
え
て
、
当
該
手
順
書
に
従
っ
て
、
モ
ニ
タ
 
 
 

リ
ン
グ
を
実
施
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

2
・
3
 
 
 （略
）
 
 

2
 
治
験
依
頼
者
は
、
被
験
 
 

る
事
項
を
知
っ
た
と
き
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
治
験
責
任
医
師
及
び
実
施
医
 
 
 

療
機
関
の
長
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

3
 
 
（
略
）
 
 

2
 
治
験
依
頼
者
は
、
治
験
薬
を
医
薬
品
の
販
売
業
者
そ
の
他
の
第
三
者
を
介
 
 
 

在
与
吊
′
り
－
し
‖
上
∵
、
、
直
撞
王
、
施
F
噂
睡
問
に
圭
付
し
上
≠
〓
山
汀
上
∵
∴
㌦
い
 
 

。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
 
 

手
順
書
を
作
成
し
、
第
三
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
実
施
医
療
機
関
等
設
置
 
 

に
つ
い
て
法
第
八
十
条
の
二
第
六
項
に
規
定
す
 
 

瑠   



第
二
十
七
条
 
実
施
医
療
機
関
の
長
は
、
治
験
を
行
う
こ
と
の
適
否
そ
の
他
の
 
 

（
監
査
）
 
 

第
二
十
六
条
の
九
 
自
ら
治
験
を
実
施
す
る
者
は
、
監
査
に
関
す
る
計
画
書
及
 
 
 

び
業
務
に
関
す
る
手
順
書
を
作
成
し
、
第
二
十
七
条
第
一
項
の
治
験
審
査
委
 
 
 

則
封
の
意
見
を
踏
ま
え
て
、
当
該
計
画
書
及
び
手
順
書
に
従
っ
て
、
監
査
を
 
 
 

実
施
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

2
・
3
 
 
 （
略
）
 
 

（
治
験
審
査
委
貝
会
の
設
置
）
 
 

五
 
私
立
学
校
法
 
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
七
十
号
）
 
第
三
条
に
規
定
 
 

治
験
に
関
す
る
調
査
審
議
を
次
に
掲
げ
る
治
験
審
査
委
員
会
に
行
わ
せ
な
け
 
 

二
～
四
 
 
（
略
）
 
 

れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

す
る
学
校
法
人
 
（
医
療
機
関
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
 
が
設
置
し
た
治
 
 

実
施
医
療
機
関
の
長
が
設
置
し
た
治
験
審
査
委
員
会
 
 

第
二
十
七
条
 
実
施
医
療
機
関
の
長
は
、
治
験
を
行
う
こ
と
の
適
否
そ
の
他
の
 
 

（
監
査
）
 
 

第
二
十
六
条
の
九
 
自
ら
治
験
を
実
施
す
る
者
は
、
監
査
に
関
す
る
計
画
書
及
 
 
 

び
業
務
に
関
す
る
手
順
書
を
作
成
し
、
第
三
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
実
施
 
 
 

医
療
機
関
等
設
置
治
験
審
査
委
員
会
の
意
見
を
踏
ま
え
て
、
当
該
計
画
書
及
 
 
 

び
手
順
書
に
従
っ
て
、
監
査
を
実
施
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

2
・
3
 
 
 （略
）
 
 

（
治
験
審
査
委
員
会
の
設
置
）
 
 

員
会
に
当
該
調
査
審
議
を
行
わ
せ
る
と
き
は
こ
 
 

施
医
療
機
関
に
治
験
審
査
委
員
会
を
設
置
す
る
 
 

猟 
観 
劇 
が 

小 
娘 
模 
で 

あ 
る 

と 

医 
療 
又 
は 
臨 
床 
試 
験 
に 

関 
す 
る 

専 
門 
的 
知  

識
を
有
す
る
者
の
確
保
が
困
難
で
あ
る
こ
と
そ
 
 

治
験
審
査
委
員
会
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

治
験
に
関
す
る
調
査
審
議
を
行
わ
せ
る
た
め
、
 
 

五
 
他
の
医
療
機
関
の
長
が
設
置
し
た
治
験
審
査
委
員
会
 
 

一
身
謝
封
樹
医
療
機
関
の
長
が
他
の
医
療
機
関
の
長
と
共
同
で
設
置
し
た
 
 
 

治
験
審
査
委
員
会
 
 

二
～
四
 
 
（
略
）
 
 

い
て
、
当
該
治
験
審
査
委
員
会
の
設
置
に
代
え
 
 

る
も
の
を
除
く
。
）
 
 
 

実
施
医
療
機
関
ご
と
に
一
の
 
 
 

の
限
り
で
な
い
。
 
 

て
次
に
掲
げ
る
治
験
審
査
委
 
 

こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
お
 
 

の
他
の
事
由
に
よ
り
当
該
実
 
 

た
だ
し
、
当
該
実
施
医
 
 

（
第
二
号
に
掲
げ
 
 



（
治
験
審
査
委
員
会
の
構
成
等
）
 
 

第
二
十
八
条
 
（
略
）
 
 

2
 
治
験
審
査
委
員
会
の
設
置
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
記
載
し
た
 
 

ら
な
い
。
 
 
 

4
 
 
（
略
）
 
 

31 

治 
験 
審 
査 
委 
員 

＝ 
〓 

の 
設 
置 
者 
は 
、 

前 

項に規定 

する 

当 

該 
治 
験 
審 
査 
委 
員   

る
。
）
 
が
設
置
し
た
治
験
審
査
委
員
会
 
 

2
 
 
（
略
）
 
 

手
順
書
、
委
員
名
簿
並
び
に
会
議
の
記
録
及
び
そ
の
概
要
を
作
成
し
、
当
該
 
 

手
順
書
に
従
っ
て
業
務
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

一
～
七
 
 
（
略
）
 
 
 

七
 
国
立
大
学
法
人
法
 
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
二
号
）
 
第
二
条
第
一
項
 
 
 

彗
「
「
斜
 
 

六
 
独
立
行
政
法
人
通
則
法
 
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
 
第
二
条
第
一
 
 

験
審
査
委
員
会
 
 

設
置
し
た
治
験
審
査
委
員
会
 
 

項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
 
（
医
療
の
提
供
等
を
主
な
業
務
と
す
る
も
 
 

の
に
限
る
。
）
 
が
設
置
し
た
治
験
審
査
委
員
会
 
 

一
項
に
規
定
す
る
地
方
独
立
行
政
法
人
 
（
医
療
機
関
を
有
す
る
も
の
に
限
 
 

地
方
独
立
行
政
法
人
法
 
 
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
 
第
二
条
第
 
 

（
治
験
審
査
委
員
会
の
構
成
等
）
 
 

第
二
十
八
条
 
（
略
）
 
 

2
 
治
験
審
査
委
員
会
の
設
置
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
記
載
し
た
 
 

3
 
 
（
略
）
 
 
 

2
 
 
（
略
）
 
 

手
順
書
及
び
委
員
名
簿
を
作
成
し
、
当
該
手
順
書
に
従
っ
て
業
務
を
行
わ
せ
 
 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

一
～
七
 
 
（
略
）
 
 



当
該
実
施
医
療
機
関
を
有
す
る
法
人
が
設
置
し
た
も
の
を
除
く
。
）
 
に
調
査
 
 
 

審
議
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
す
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
次
に
掲
げ
る
事
 
 
 

項
を
記
載
し
た
文
書
に
よ
り
当
該
治
験
審
査
委
員
会
の
設
置
者
と
の
契
約
を
 
 
 

締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 
 

一
～
六
 
 
（
略
）
 
 

3
 
前
項
の
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
は
、
第
十
t
一
条
第
二
項
か
ら
第
六
項
ま
で
 
 
 

の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
 
「
治
験
の
 
 
 

依
頼
を
し
よ
う
と
す
る
者
」
 
と
あ
る
の
は
 
「
実
施
医
療
機
関
の
長
」
 
と
、
 
「
 
 

（
治
験
審
査
委
員
会
の
審
査
）
 
 

第
三
十
条
 
実
施
医
療
機
関
の
長
は
、
当
該
実
施
医
療
機
関
に
お
い
て
治
験
を
 
 

2
 
実
施
医
療
機
関
の
長
は
、
前
項
の
治
験
審
査
委
員
会
 
（
当
該
実
施
医
療
機
 
 

実
施
医
療
機
関
の
長
が
設
置
し
た
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
治
験
審
査
委
員
会
 
 

受
託
者
」
 
と
あ
る
の
は
 
「
第
二
十
七
条
第
一
項
の
治
験
審
査
委
員
会
 
（
当
該
 
 
 

会
及
び
同
項
第
五
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
治
験
審
査
委
員
会
の
う
ち
 
 

関
の
長
が
設
置
し
た
第
二
十
七
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
治
験
審
査
委
員
 
 

審
査
委
員
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

行
う
こ
と
の
適
否
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
第
二
十
七
条
第
〓
唄
の
治
験
 
 

（
治
験
審
査
委
員
会
の
審
査
）
 
 

第
三
十
条
 
実
施
医
療
機
関
の
長
は
、
当
該
実
施
医
療
機
関
に
お
い
て
治
験
を
 
 

3
 
前
項
の
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
は
、
第
十
二
条
第
二
項
か
ら
第
六
項
ま
で
 
 
 

の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
 
「
治
験
の
 
 
 

依
頼
を
し
よ
う
と
す
る
者
」
 
と
あ
る
の
は
 
「
実
施
医
療
機
関
の
長
」
 
と
、
「
 
 

2
 
実
施
医
療
機
関
の
長
は
、
第
二
十
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
 
 

査
審
議
を
行
わ
せ
る
治
験
審
査
委
員
会
 
 

受
託
者
」
 
と
あ
る
の
は
 
「
第
二
十
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
調
 
 
 

同
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
治
験
審
査
委
員
会
に
調
査
審
議
を
 
 

行
わ
せ
る
こ
と
と
す
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
 
 

載
し
た
文
書
に
よ
り
当
該
治
験
審
査
委
員
会
の
設
置
者
と
の
契
約
を
締
結
し
 
 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 
 

一
～
六
 
 
（
略
）
 
 

等
設
置
治
験
審
査
委
員
会
」
 
 
 

ら
な
い
。
 
 

審
議
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
治
験
審
査
委
員
会
 
 

委
員
会
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
 
又
は
同
 
 

査
委
員
会
 
（
第
一
 
 

行
う
こ
と
の
適
否
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
実
施
医
療
機
関
設
置
治
験
審
 
 

一
十
七
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
設
置
し
た
治
験
審
査
 
 

と
総
称
す
る
。
）
 
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
 
 

（
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
治
験
審
査
 
 
 

項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
調
査
 
 
 

（
以
下
 
「
実
施
医
療
機
関
 
 

に
調
査
審
議
を
 
 

5  



6  

（ 験 
審 
査 
委 
員 
会 
に 

報 
告 
し 

な 
け 

れ 
ば 
な 

ら 

な 
い 

。   

り 

専 
門 
治 
験 
審 
査 
委 
員 
会   

5
 
実
施
医
療
機
関
の
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
聴
い
た
治
験
審
査
 
 
 

委
員
会
 
（
以
下
 
「
専
門
治
験
審
査
委
員
会
」
 
と
い
う
。
）
 
が
意
見
を
述
べ
た
 
 

4
 
実
施
医
療
機
関
の
長
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
二
十
七
条
第
一
項
の
 
 

げ
る
治
験
審
査
委
員
会
及
び
同
項
第
五
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
治
験
 
 

習
科
謝
圃
り
引
付
山
コ
明
 
 

を
除
く
。
）
 
の
意
見
を
聴
く
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
次
に
掲
げ
る
事
項
 
 

を
記
載
し
た
文
書
に
よ
り
当
該
専
門
治
験
審
査
委
員
会
の
設
置
者
と
の
契
約
 
 

該
実
施
医
療
機
関
を
有
す
る
法
人
が
設
置
し
た
も
の
を
除
く
。
）
 
の
設
置
者
 
 

」
 
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 
 

と
き
は
、
速
や
か
に
当
該
意
見
を
第
 
 

門
的
事
項
に
つ
い
て
当
該
治
験
蕃
査
委
員
会
以
外
の
治
験
審
査
委
員
会
 
（
第
 
 

二
十
七
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
 
（
同
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
 
 

掲
げ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
同
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
 
 

の
に
限
る
。
）
 
に
限
る
。
）
 
の
意
見
を
聴
く
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

治
験
審
査
委
員
会
の
意
見
を
聴
く
に
当
た
り
、
治
験
を
行
う
こ
と
の
適
否
の
 
 

判
断
の
前
提
と
な
る
特
定
の
専
門
的
事
項
を
調
査
審
議
さ
せ
る
た
め
必
要
が
 
 

あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
治
験
審
査
委
員
会
の
承
諾
を
得
て
、
当
該
専
 
 

及
び
同
項
第
五
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
治
験
審
査
委
員
会
の
う
ち
当
 
 

一
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
聴
い
た
治
 
 

を
得
て
、
当
該
専
門
的
事
項
に
つ
い
て
当
該
実
施
医
療
機
関
設
置
治
験
審
査
 
 
 

l
 剰

員
封
以
外
の
治
験
審
査
委
員
会
（
第
二
十
七
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
も
 
 
 

の
 
（
同
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
同
条
第
 
 
 

二
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
に
限
る
。
）
 
に
限
る
。
）
 
の
意
見
 
 
 

を
聴
く
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

5
 
実
施
医
療
機
関
の
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
聴
い
た
治
験
審
査
 
 
 

委
員
会
 
（
以
下
 
「
専
門
治
験
審
査
委
員
会
」
 
と
い
う
。
）
 
が
意
見
を
述
べ
た
 
 
 

と
き
は
、
速
や
か
に
当
該
意
見
を
刻
施
 

報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

6
」
実
施
医
療
機
関
の
長
は
、
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
専
門
治
験
審
査
委
員
会
 
 

4
 
実
施
医
療
機
関
の
長
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
実
施
医
療
機
関
設
置
治
 
 

（
第
二
十
七
条
第
t
項
第
一
号
に
掲
げ
る
治
験
審
査
委
員
会
を
除
く
。
）
 
の
 
 

意
見
を
聴
く
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
文
 
 

書
に
よ
り
当
該
専
門
治
験
審
査
委
員
会
の
設
置
者
と
の
契
約
を
締
結
し
な
け
 
 

れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

一
～
六
 
 
（
略
）
 
 

験
審
査
委
員
会
の
意
見
を
聴
く
に
当
た
り
、
治
験
を
行
う
こ
と
の
適
否
の
判
 
 

断
の
前
提
と
な
る
特
定
の
専
門
的
事
項
を
調
査
審
議
さ
せ
る
た
め
必
要
が
あ
 
 

委
員
会
を
除
く
。
）
 
の
設
置
者
」
 
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 
 

る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
実
施
医
療
機
関
設
置
治
験
審
査
委
員
会
の
承
諾
 
 

T「   



を
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

一
～
六
 
▲
（
略
）
 
 

7
．
■
前
項
の
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
は
、
第
十
二
条
第
二
項
か
ら
第
六
項
ま
で
 
 
 

の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
 
「
治
験
の
 
 
 

依
頼
を
し
よ
う
と
す
る
者
」
 
と
あ
る
の
は
 
「
実
施
医
療
機
関
の
長
」
 
と
、
 
「
 
 
 

受
託
者
」
 
と
あ
る
の
は
 
「
第
三
十
条
第
五
項
に
規
定
す
る
専
門
治
験
審
査
委
 
 

査
委
員
会
の
う
ち
当
該
実
施
医
療
機
関
を
有
す
る
法
人
が
設
置
し
た
も
の
を
 
 

除
く
。
）
 
の
設
置
者
」
 
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 
 
 

（
削
る
）
 
 

員
会
 
（
当
該
実
施
医
療
機
関
の
長
が
設
置
し
た
第
二
十
七
条
第
一
項
に
掲
げ
 
 

る
治
験
審
査
委
員
会
及
び
同
項
第
五
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
治
験
審
 
 

9
 
実
施
医
療
機
関
の
長
は
、
 
 

8
 
実
施
医
療
機
関
の
長
は
、
当
該
実
施
医
療
機
関
に
お
い
て
治
験
を
行
う
こ
 
 

7
 
前
項
の
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
は
、
第
十
二
条
第
二
項
か
ら
第
六
項
ま
で
 
 
 

の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
 
「
治
験
の
 
 
 

依
頼
を
し
よ
う
と
す
る
者
」
 
と
あ
る
の
は
 
「
実
施
医
療
機
関
の
長
」
 
と
、
「
 
 
 

受
託
者
」
 
と
あ
る
の
は
 
「
第
三
十
条
第
五
項
に
規
定
す
る
専
門
治
験
審
査
委
 
 

書
に
よ
り
当
該
第
三
者
治
験
審
査
委
員
会
の
設
置
者
と
の
契
約
を
締
結
し
な
 
 

意
見
を
聴
く
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
文
 
 
 

員
会
」
 
と
い
う
。
）
 
の
意
見
を
聴
く
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

験
審
査
委
員
会
 
（
第
二
十
七
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
 
（
同
項
第
二
号
 
 

員
会
 
（
第
二
十
七
条
第
 
 

か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
 
 

と
の
適
否
に
つ
い
て
、
実
施
 
 

）
 
の
設
置
者
」
 
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 
 

る
要
件
を
満
た
す
も
の
に
限
る
。
 
 

当
該
契
約
を
締
結
し
た
年
月
日
 
 
 

一
十
七
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
治
験
審
査
委
員
会
を
除
く
。
）
 
の
 
 

項
第
二
号
に
掲
げ
る
治
験
審
査
委
員
会
を
除
く
。
 
 

前
項
の
規
定
に
よ
り
第
三
者
治
験
審
査
委
員
会
 
 

医
療
機
関
等
設
置
治
験
審
査
委
員
会
以
外
の
治
 
 

）
 
に
限
る
。
以
下
 
「
第
三
者
治
験
審
査
委
 
 

同
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
 
 



（
継
続
審
査
等
）
 
 

第
三
十
一
条
 
実
施
医
療
機
関
の
長
は
、
治
験
の
期
間
が
一
年
を
越
え
る
場
合
 
 
 

こ
ま
、
一
年
に
一
回
以
上
、
当
該
実
施
医
療
機
関
に
お
い
て
治
験
を
継
続
し
 
 
 

て
行
う
こ
と
の
適
否
に
つ
い
て
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
聴
い
た
 
 

8
 
実
施
医
療
機
関
の
長
は
、
第
一
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
二
十
 
 
 

彗
矧
珂
謝
司
り
両
町
 
 

固
習
叫
喝
明
朝
樹
観
割
封
割
判
叫
司
封
闘
引
。
1
↓
に
意
見
を
聴
く
と
き
 
 
 

は
、
第
二
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
当
該
治
験
審
査
委
員
会
の
手
順
書
及
 
 
 

び
委
員
名
簿
を
入
手
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

（
継
続
審
査
等
）
 
 

第
三
十
一
条
 
実
施
医
療
機
関
の
長
は
、
治
験
の
期
間
が
一
年
を
越
え
る
場
合
 
 
 

こ
ま
、
一
年
に
一
回
以
上
、
当
該
実
施
医
療
機
関
に
お
い
て
治
験
を
継
続
し
 
 
 

て
行
う
こ
と
の
適
否
に
つ
い
て
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
聴
い
た
 
 

、
第
二
十
七
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
治
験
審
査
委
員
 
 

斜
に
意
見
を
聴
く
と
き
は
、
第
二
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
当
該
治
験
審
 
 

査
委
員
会
の
手
順
書
及
び
委
員
名
簿
を
入
手
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

。
）
 
の
設
置
者
」
 
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 
 

委
員
会
 
（
第
二
十
七
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
治
験
審
査
委
員
会
を
除
く
 
 

受
託
者
」
 
と
あ
る
の
は
 
「
第
三
十
条
第
八
項
に
規
定
す
る
第
三
者
治
験
審
査
 
 

依
頼
を
し
よ
う
と
す
る
者
」
 
と
あ
る
の
は
 
「
実
施
医
療
機
関
の
長
」
 
と
、
「
 
 

六
 
そ
の
他
必
要
な
事
項
 
 

四
 
当
該
第
三
者
治
験
審
査
委
員
会
が
意
見
を
述
べ
る
べ
き
期
限
 
 

可
 
視
酎
剖
頑
召
明
朝
嘲
 
 

名
称
及
び
所
在
地
 
 

ヨ
 
当
該
契
約
に
係
る
業
務
の
手
順
に
関
す
る
事
項
 
 

の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
 
「
治
験
の
 
 

二
 
当
該
実
施
医
療
機
関
及
び
当
該
第
三
者
治
験
審
査
委
員
会
の
設
置
者
の
 
 

実
施
医
療
機
関
の
長
は
、
第
一
項
、
第
四
境
又
は
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
 
 

前
項
の
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
は
、
第
十
二
条
第
二
項
か
ら
第
六
項
ま
で
 
 

8
 
 
 



一
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
聴
い
た
治
験
審
査
委
員
会
の
意
見
を
、
当
該
治
 
 
 

験
を
継
続
し
て
行
う
こ
と
の
適
否
の
判
断
の
前
提
と
な
る
特
定
の
専
門
的
事
 
 
 

項
に
つ
い
て
前
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
聴
い
た
専
門
治
験
審
査
委
 
 
 

員
会
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
専
門
治
験
審
査
委
員
会
の
意
見
を
聴
か
 
 
 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 
 

3
 
 
（
略
）
 
 

4
 
実
施
医
療
機
関
の
長
は
、
第
二
十
六
条
の
八
第
二
項
に
規
定
す
る
モ
ニ
タ
 
 
 

リ
ン
グ
報
告
書
を
受
け
取
っ
た
と
き
又
は
第
二
十
六
条
の
九
第
三
項
に
規
定
 
 
 

す
る
監
査
報
告
書
を
受
け
取
っ
た
と
き
は
、
当
該
実
施
医
療
機
関
に
お
い
て
 
 
 

治
験
が
適
切
に
行
わ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
又
は
適
切
に
行
わ
れ
た
か
ど
う
か
 
 

2
 
実
施
医
療
機
関
の
長
は
、
第
二
十
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
二
十
六
条
 
 
 

の
六
第
二
項
並
び
に
第
四
十
八
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
 
 
 

を
受
け
た
と
き
、
第
五
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
を
受
け
た
と
き
 
 
 

そ
の
他
実
施
医
療
機
関
の
長
が
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
当
該
実
施
 
 
 

医
療
機
関
に
お
い
て
治
験
を
継
続
し
て
行
う
こ
と
の
適
否
に
つ
い
て
前
条
第
 
 

判
断
の
前
提
と
な
る
特
定
の
専
門
的
事
項
に
つ
い
て
前
条
第
四
項
の
規
定
に
 
 

よ
り
意
見
を
聴
い
た
専
門
治
験
審
査
委
員
会
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
 
 

専
門
治
験
審
査
委
員
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

治
験
審
査
委
員
会
の
意
見
を
、
 
 

に
つ
い
て
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
聴
い
た
治
験
審
査
委
員
会
 
 

の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

当
該
治
験
を
継
続
し
て
行
う
こ
と
の
適
否
の
 
 

、
当
該
治
験
を
継
続
し
て
行
う
こ
と
の
適
否
の
判
断
の
前
提
と
な
る
特
定
の
 
 
 

専
門
的
事
項
に
つ
い
て
前
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
聴
い
た
専
門
治
 
 
 

験
審
査
委
員
会
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
専
門
治
験
審
査
委
員
会
の
意
 
 
 

見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

3
 
 
（
略
）
 
 

4
 
実
施
医
療
機
関
の
長
は
、
第
二
十
六
条
の
八
第
二
項
に
規
定
す
る
モ
ニ
タ
 
 
 

リ
ン
グ
報
告
書
を
受
け
取
っ
た
と
き
又
は
第
二
十
六
条
の
九
第
三
項
に
規
定
 
 
 

す
る
監
査
報
告
書
を
受
け
取
っ
た
と
き
は
、
当
該
実
施
医
療
機
関
に
お
い
て
 
 
 

治
験
が
適
切
に
行
わ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
又
は
適
切
に
行
わ
れ
た
か
ど
う
か
 
 

て
行
う
こ
と
の
適
否
の
判
断
の
前
提
と
な
る
特
定
の
専
門
的
事
項
に
つ
い
て
 
 
 

前
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
聴
い
た
専
門
治
験
審
査
委
員
会
が
あ
る
 
 
 

場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
専
門
治
験
審
査
委
員
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
 
 
 

ら
な
い
。
 
 

2
 
実
施
医
療
機
関
の
長
は
、
第
二
十
条
第
二
項
、
第
二
十
六
条
の
六
第
二
項
 
 
 

並
び
に
第
四
十
八
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
を
受
け
た
と
 
 
 

き
、
第
五
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
を
受
け
た
と
き
そ
の
他
実
施
 
 
 

医
療
機
関
の
長
が
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
当
該
実
施
医
療
機
関
に
 
 
 

お
い
て
治
験
を
継
続
し
て
行
う
こ
と
の
適
否
に
つ
い
て
前
条
第
一
項
の
規
定
 
 

実
施
医
療
機
関
等
設
置
治
験
審
 
 

設
置
治
験
審
査
委
員
会
の
意
見
を
 
 

に
よ
り
意
見
を
聴
い
た
実
施
医
療
 
 

に
つ
い
て
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
聴
い
た
実
施
医
療
機
関
等
 
 
 

査
委
員
会
の
意
 
 

機
関
等
設
置
治
験
審
査
委
員
会
の
意
見
を
 
 

聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 
 

見
を
、
当
該
治
験
を
継
続
し
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4
 
治
験
審
査
委
員
会
は
、
前
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
実
施
医
療
機
関
の
 
 

（
治
験
審
査
委
員
会
の
責
務
）
 
 

第
三
十
二
条
 
矧
裏
習
呵
封
〓
 
 
 

3
 
治
験
審
査
委
員
会
及
び
専
門
治
験
審
査
委
員
会
は
、
前
条
第
一
項
又
は
第
 
 
 

二
項
の
規
定
に
よ
り
実
施
医
療
機
関
の
長
か
ら
意
見
を
聴
か
れ
た
と
き
は
、
 
 

て
 
「
治
験
審
査
委
員
会
」
 
と
い
う
。
）
 
は
、
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
 
 
 

り
実
施
医
療
機
関
の
長
か
ら
意
見
を
聴
か
れ
た
と
き
は
、
審
査
の
対
象
と
さ
 
 
 

れ
る
治
験
が
倫
理
的
及
び
科
学
的
に
妥
当
で
あ
る
か
ど
う
か
そ
の
他
当
該
治
 
 
 

験
が
当
該
実
施
医
療
機
関
に
お
い
て
行
う
の
に
適
当
で
あ
る
か
ど
う
か
を
、
 
 
 

次
に
掲
げ
る
資
料
に
基
づ
き
審
査
し
、
文
書
に
よ
り
意
見
を
述
べ
な
け
れ
ば
 
 
 

な
ら
な
い
。
 
 
 

一
～
五
 
 
（
略
）
 
 

2
 
 
（
略
）
 
 

治
験
審
査
委
員
会
に
あ
っ
て
は
当
該
実
施
医
療
機
関
に
お
い
て
当
該
治
験
が
 
 

適
切
に
行
わ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
調
査
し
た
上
、
当
該
実
施
医
療
機
関
に
 
 

お
い
て
治
験
を
継
続
し
て
行
う
こ
と
の
適
否
を
審
査
し
、
文
書
に
よ
り
意
見
 
 

を
、
専
門
治
験
審
査
委
員
会
に
あ
っ
て
は
意
見
を
聴
か
れ
た
特
定
の
専
門
的
 
 

事
項
に
つ
い
て
調
査
を
し
た
上
、
当
該
治
験
を
継
続
し
て
行
う
こ
と
の
適
否
 
 

の
判
断
の
前
提
と
な
る
専
門
的
事
項
を
審
査
し
、
文
書
に
よ
り
意
見
を
、
そ
 
 

れ
ぞ
れ
意
見
を
聴
か
れ
た
事
項
に
係
る
事
態
の
緊
急
性
に
応
じ
て
速
や
か
に
 
 

述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

4
 
実
施
医
療
機
関
等
設
置
治
験
審
査
委
員
会
は
、
前
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
 
 

（
治
験
審
査
委
員
会
の
責
務
）
 
 

第
三
十
二
条
 
実
 

2
 
 
（
略
）
 
 

3
 
対
樹
国
劇
楓
矧
笥
剖
園
渦
酎
封
封
劃
劇
封
及
び
専
門
治
験
審
査
委
員
会
は
 
 

、
前
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
実
施
医
療
機
関
の
長
か
ら
意
見
 
 
 

を
聴
か
れ
た
と
き
は
、
惑
叫
に
あ
っ
て
 
 
 

は
当
該
実
施
医
療
機
関
に
お
い
て
当
該
治
験
が
適
切
に
行
わ
れ
て
い
る
か
ど
 
 
 

う
か
を
調
査
し
た
上
、
当
該
実
施
医
療
機
関
に
お
い
て
治
験
を
継
続
し
て
行
 
 
 

う
こ
と
の
適
否
を
審
査
し
、
文
書
に
よ
り
意
見
を
、
専
門
治
験
審
査
委
員
会
 
 
 

に
あ
っ
て
は
意
見
を
聴
か
れ
た
特
定
の
専
門
的
事
項
に
つ
い
て
調
査
を
し
た
 
 
 

上
、
当
該
治
験
を
継
続
し
て
行
う
こ
と
の
適
否
の
判
断
の
前
提
と
な
る
専
門
 
 
 

的
事
項
を
審
査
し
、
文
書
に
よ
り
意
見
を
、
そ
れ
ぞ
れ
意
見
を
聴
か
れ
た
事
 
 
 

項
に
係
る
事
態
の
緊
急
性
に
応
じ
て
速
や
か
に
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

査
委
員
会
は
、
第
三
十
条
第
一
項
又
は
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
実
施
医
療
機
 
 

関
の
長
か
ら
意
見
を
聴
か
れ
た
と
き
は
、
審
査
の
対
象
と
さ
れ
る
治
験
が
倫
 
 

理
的
及
び
科
学
的
に
妥
当
で
あ
る
か
ど
う
か
そ
の
他
当
該
治
験
が
当
該
実
施
 
 

医
療
機
関
に
お
い
て
行
う
の
に
適
当
で
あ
る
か
ど
う
か
を
、
次
に
掲
げ
る
資
 
 

料
に
基
づ
き
審
査
し
、
文
書
に
よ
り
意
見
を
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

一
～
五
 
 
（
略
）
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